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秋田県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例案について

平成２９年６月１９日

道 路 課

１ 改正理由

県が管理する道路の占用料に係る督促手数料の額について、所要の規定の整備を

行う必要がある。

２ 改正内容

督促手数料は、道路占用料を納付しない者がある場合において、督促状を発した

際に生じる手数料であり、通常葉書の料金の額に相当する額をもって規定している

ことから、平成２９年６月１日からの郵便料金の改定をうけて、この督促手数料の

額を改めるものである。

また、現行条例では、５２円という具体的な額をもって督促手数料を定めている

ため、郵便料金の改定のつどに本条例を改正する必要があることから、今回、督促

手数料の額の定めを、「通常葉書の料金の額に相当する額」と改める。

３ 施行期日

この条例の公布の日から施行する。
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秋 田 県 道 路 占 用 料 徴 収 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 案 新 旧 対 照 表

新 旧

（ 督 促 手 数 料 及 び 延 滞 金 ） （ 督 促 手 数 料 及 び 延 滞 金 ）

第 五 条 略 第 五 条 略

２ 前 項 の 督 促 手 数 料 の 額 は 、 督 促 状 一 通 に つ き 郵 便 法 （ 昭 和 二 十 ２ 前 項 の 督 促 手 数 料 の 額 は 、 督 促 状 一 通 に つ き 五 十 二 円

二 年 法 律 第 百 六 十 五 号 ） 第 二 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 通 常 葉 書 の

料 金 の 額 に 相 当 す る 額 と す る 。 と す る 。

３ ・ ４ 略 ３ ・ ４ 略
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